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は
じ
め
に

　

一
八
五
九（
安
政
六
）年
、ア
メ
リ
カ
聖
公
会the Protestant  Episcopal  church in the U

nited States of A
m

erica

の
宣
教
師
、

Ｊ
・
リ
ギ
ン
ス
師John Liggins

と
、
Ｃ
・
Ｍ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
師Channing M

oore W
illiam

s

が
長
崎
に
や
っ
て
き
た
。
彼
ら
の

日
本
到
来
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
派
に
よ
る
日
本
伝
道
と
い
う
新
し
い
扉
を
開
く
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
で
は
、

特
定
の
領
域
内
で
の
米
国
人
居
住
が
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
、
未
だ
キ
リ
ス
ト
教
は
禁
制
で
あ
り
、
公
的
に
は
福
音
伝
道
に
対
す
る
扉
は
閉

じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
宣
教
師
た
ち
や
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
根
気
強
く
祈
り
求
め
続
け
、
そ
の
祈
り
に
支
え
ら

れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
と
活
動
が
、
十
五
年
後
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
の
高
札
の
撤
去
と
い
う
出
来
事
に
つ
な
が
り
、
新
た
な
宣
教
の
扉
を

開
い
た
。
両
宣
教
師
の
到
来
か
ら
、
二
○
○
九
年
で
一
五
○
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
聖
公
会
は
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の

聖
公
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
宣
教
師
や
主
教
ら
の
尽
力
に
よ
り
、
一
八
八
七
（
明
治
二
○
）
年
に
組
織
成
立
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ

の
時
に
制
定
さ
れ
た
教
団
の
法
憲
法
規
に
は
、
聖
職
志
願
の
条
件
に
男
女
の
性
別
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い（

１
）。

明
記
せ
ず
と
も
男
性
し
か

志
願
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
日
本
で
の
宣
教
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
頃
か
ら
、
女
性
の

宣
教
師
た
ち
も
伝
道
団
体
か
ら
多
数
日
本
に
派
遣
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
道
・
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
婦
人
伝
道
師
と
な
っ

た
日
本
人
女
性
も
多
く
、
そ
の
養
成
の
た
め
の
女
子
神
学
校
も
各
地
に
設
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
、「
聖
職
」（

２
）で

は
な
く
、
信

徒
の
奉
仕
職
で
あ
っ
た
の
で
、
男
性
聖
職
の
管
轄
下
で
働
い
た
。
当
時
は
、
女
性
に
は
聖
職
へ
の
道
は
堅
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
日
本
宣

教
一
五
○
年
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
時
、
強
い
召
命
感
を
も
っ
て
聖
公
会
の
宣
教
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
男
性
た
ち
だ
け
で
は
な
く

多
く
の
女
性
た
ち
が
い
た
こ
と
を
心
に
留
め
て
お
き
た
い
。
た
だ
、こ
の
よ
う
な
女
性
の
奉
仕
職
の
歴
史
を
調
査
し
て
み
よ
う
と
す
る
と
、
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教
会
の
歴
史
資
料
や
機
関
誌
の
記
事
の
ほ
と
ん
ど
は
男
性
の
聖
職
者
を
中
心
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
実
際
的
な
伝
道
活
動
を
担
っ
て
い
た

女
性
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
や
関
連
史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

日
本
聖
公
会
の
歴
史
の
記
述
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
結
果
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
女
性
の
伝
道
者
た

ち
の
存
在
は
周
縁
化
さ
れ
、
無
力
化
さ
れ
、
見
え
な
く
さ
れ
て
き
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
聖
公
会
と
い
う
信
仰
共
同

体
に
お
け
る
強
固
な
男
性
中
心
的
構
造
と
神
学
が
、「
伝
統
」
と
い
う
名
の
も
と
に
慣
習
的
に
固
定
化
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
一
九
八
〇
年
代
終
わ
り
頃
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
こ
の
教
団
内
か
ら
女
性
に
聖
職
へ
の
道
を
開
く
よ
う
求
め
る
声
が
公
的
な
場
に

届
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
女
性
の
司
祭
叙
任
問
題
は
、
単
に
「
女
性
も
男
性
と
同
じ
く
司
祭
に
」
と
い
う
平
等
の
権
利
獲
得
の
問
題

だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
教
会
内
に
形
成
さ
れ
て
き
た
性
差
別
的
構
造
の
問
題
に
気
づ
き
、
今
後
ど
の
よ
う
に
し
て
真
に
キ
リ
ス
ト
の
福
音

を
宣
教
す
る
教
会
へ
と
変
革
し
う
る
の
か
と
い
う
探
求
の
始
ま
り
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
九
八
六
年
か
ら
十
二
年
間
、
日
本
聖
公
会
の
最
高
意
志
決
定
機
関
で
あ
る
総
会
を
含
め
、
各
教
区
、
各
教
会
、
関
連
の
諸
委
員
会
、

婦
人
会
な
ど
の
任
意
団
体
、
有
志
の
グ
ル
ー
プ
の
集
会
な
ど
で
、
多
様
な
視
点
か
ら
そ
の
是
非
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
賛
否
の
長
い
論
議
の
末
に
、
一
九
九
八
年
五
月
、
日
本
聖
公
会
総
会
は
女
性
が
司
祭
志
願
で
き
る
よ
う
法
規
改
正
を
行
う
こ
と

を
決
議
し
、
新
し
い
扉
を
開
い
た
。
私
は
、
女
性
の
司
祭
叙
任
の
実
現
を
求
め
る
運
動
と
日
本
聖
公
会
に
お
け
る
検
討
・
協
議
の
作
業
に

深
く
か
か
わ
っ
た
者
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
教
会
の
革
新
の
歴
史
的
経
緯
の
概
略
を
、
こ
れ
ま
で
見
失
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
女
性

キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
活
動
に
光
を
あ
て
な
が
ら
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
う
し
て
、
現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
福
音
宣
教
す
る
教

会
と
し
て
の
課
題
を
再
確
認
し
、
二
十
一
世
紀
に
入
る
直
前
に
こ
の
新
し
い
扉
を
開
い
た
こ
と
の
意
義
と
今
後
の
課
題
を
探
求
す
る
た
め

の
一
歩
と
し
た
い
。
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一　

世
界
の
聖
公
会
の
女
性
聖
職
叙
任
を
め
ぐ
る
歴
史
的
潮
流

（
１
）「
女
執
事
」
︱
最
初
の
女
性
聖
職

　

聖
公
会
で
は
い
つ
女
性
が
聖
職
と
し
て
叙
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
執
事
（deacon

）
に
叙
任
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
だ
、
と
答
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
日
本
聖
公
会
で
は
、
一
九
七
八
年
、
婦
人
伝
道
師
で
あ
っ
た
渋
川
良
子
さ
ん
の
執

事
按
手
式
が
中
部
教
区
で
執
行
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
女
の
別
な
く
按
手
さ
れ
る
執
事
職
が
制
定
さ
れ
る
よ
り
以
前
に
、
女
性

の
聖
職
問
題
の
発
端
と
し
て
、「
女
執
事
（deaconess

）」
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
聖
公
会
で
は
、
日
本
で
の
最
初
の
執
事
按
手
よ
り
も
百
年
以
上
前
の
一
八
六
二
年
に
、「
女
執
事
」
と
い
う
古
代
か
ら
の
聖

職
位
が
復
興
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
主
教
が
「
按
手
」
に
よ
っ
て
女
執
事
を
叙
任
し
た（

３
）。

一
八
八
〇
年
代
後
半
に
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
で
も
按

手
に
よ
る
女
執
事
の
叙
任
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
一
八
九
一
年
の
日
本
聖
公
会
総
会
で
は
、
女
執
事
に
係
わ
る
法
規
を
編
纂

す
る
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
ラ
ン
ベ
ス
会
議Lam

beth Conference

（
十
年
ご
と
に
イ
ギ
リ
ス
で
開
催
さ
れ
る
全

聖
公
会
の
主
教
会
議
）
で
は
、
一
九
二
〇
年
、
女
執
事
の
按
手
は
聖
職
位
を
授
け
る
こ
と
で
あ
る
、
と
決
議
さ
れ
た
。

　

同
年
、
日
本
聖
公
会
で
も
女
執
事
を
立
て
る
こ
と
を
総
会
で
決
定
し
、
そ
の
三
年
後
に
女
執
事
に
つ
い
て
の
法
規
が
制
定
さ
れ
た（

４
）。 

た
だ
し
、
こ
の
法
規
に
お
い
て
は
「
按
手
式
」
で
は
な
く
「
女
執
事
任
命
式
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
九
五
九
年
制
定
の

日
本
聖
公
会
祈
祷
書
の
女
執
事
任
命
式
の
式
文
で
は
、
そ
の
職
位
は
パ
ウ
ロ
書
簡
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
使
徒
パ
ウ
ロ
が
ロ
ー
マ
の

信
徒
へ
の
手
紙
で
、
ケ
ン
ク
レ
ア
の
教
会
の
執
事
フ
ェ
ベ
を
迎
え
入
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
る
箇
所
（
ロ
ー
マ
一
六
・
一
〜
二
）
と
フ
ィ
リ

ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
で
、「
福
音
の
た
め
に
わ
た
し
と
共
に
戦
っ
て
く
れ
た
」
二
人
の
女
性
へ
の
支
援
を
求
め
て
い
る
箇
所
（
フ
ィ
リ
ピ
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四
・
三
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
式
文
に
は
、
職
務
に
つ
い
て
、「
司
祭
の
指
示
を
受
け
て
病
め
る
者
を
訪
ね
、
貧
し
き
者
を
助
け
、
女
と
こ
ど

も
に
信
仰
の
道
を
教
え
、
御
国
を
広
む
る
こ
と
な
り
」
と
あ
る
。
日
本
聖
公
会
法
憲
法
規
で
は
、
独
身
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
教
会
の
用
具

に
関
す
る
務
め
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
教
会
の
礼
拝
の
執
行
に
直
接
参
与
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
職
務
は
、
日

本
聖
公
会
で
は
、
す
で
に
婦
人
伝
道
師
（
英
米
の
聖
公
会
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
）
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
国
内
で
こ
の
女

執
事
任
命
式
が
執
行
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
な
ぜ
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
不
明
で

あ
る
。
日
本
で
は
、
い
わ
ば
忘
れ
去
ら
れ
た
女
性
聖
職
制
度
と
な
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
世
界
の
聖
公
会
に
お
け
る
女
性
聖
職
叙
任
の
論
議
は
、
こ
の
女
執
事
制
度
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
ラ
ン
ベ
ス
会
議
で
は
、
女

執
事
を
聖
職
位
と
認
め
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
そ
の
後
も
度
々
議
論
さ
れ
、
そ
の
対
応
は
時
代
に
よ
っ
て
右
へ
左
へ
と
大
き
く
揺
れ

動
い
て
い
っ
た
。
一
九
三
〇
年
の
ラ
ン
ベ
ス
会
議
は
、
一
九
二
〇
年
の
「
女
執
事
は
聖
職
位
に
入
る
」
と
い
う
見
解
を
撤
回
し
た
。
そ
れ

が
六
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
女
性
の
聖
職
叙
任
問
題
に
つ
い
て
、
司
祭
職
、
執
事
職
も
含
め
て
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
六
八

年
の
ラ
ン
ベ
ス
会
議
報
告
で
は
、
一
九
二
〇
年
の
見
解
を
再
確
認
し
女
執
事
の
任
命
は
聖
職
に
任
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
、
女

執
事
の
位
置
を
正
規
の
も
の
と
す
る
た
め
に
法
規
の
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る（

５
）。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
で
は
、

一
九
七
〇
年
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
で
の
総
会
で
、
女
性
も
男
性
と
同
じ
規
定
に
よ
っ
て
執
事
按
手
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
法
規
が
改
正

さ
れ
た
。

　

日
本
で
は
、
女
執
事
の
制
度
は
法
規
と
し
て
五
十
四
年
間
存
在
し
た
が
、
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
制
度
に
対
す
る
問
い
直
し
が
な

さ
れ
た
形
跡
も
な
い
。
そ
の
こ
と
自
体
、
教
会
に
お
け
る
女
性
の
奉
仕
職
の
位
置
づ
け
に
長
く
関
心
が
も
た
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
証
拠

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
七
年
、
ラ
ン
ベ
ス
会
議
の
決
議
の
影
響
か
、
欧
米
の
聖
公
会
の
動
向
の
影
響
か
不
明
で
あ
る
が
、

日
本
聖
公
会
総
会
で
論
議
さ
れ
な
い
ま
ま
、
男
女
の
別
な
く
執
事
按
手
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
法
規
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
女
執
事
と
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婦
人
伝
道
師
の
制
度
は
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
執
事
職
へ
の
女
性
の
按
手
に
つ
い
て
は
、
反
対
論
が
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
主
教
会
主
導

で
法
規
改
正
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に
、
翌
年
七
八
年
に
日
本
聖
公
会
で
の
最
初
の
女
性
の
執
事
按
手
式
が
執
行

さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
約
十
年
後
、
司
祭
職
へ
の
女
性
の
叙
任
の
論
議
が
始
ま
る
と
、
世
界
の
聖
公
会
が
ど
う
変
革
し
よ
う
と
関
係
な
く
反

対
す
る
と
宣
言
す
る
男
性
聖
職
者
、
殊
に
主
教
た
ち
が
多
数
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
最
初
の
女
性
の
司
祭
按
手

　

全
聖
公
会
の
な
か
で
、
女
性
の
司
祭
按
手
の
最
初
の
歴
史
的
出
来
事
は
、
香
港
で
起
こ
っ
た
。
一
九
四
四
年
に
香
港
教
区
の
ホ
ー
ル
主

教Bishop R.O
.H

all

が
リ
ー
・
テ
ィ
ム
・
オ
イ
執
事Li T

im
 O

i

を
司
祭
に
按
手
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
、
日
本

軍
が
中
国
大
陸
を
占
領
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
マ
カ
オ
の
会
衆
は
リ
ー
師
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
、
毎
月
別
の
男
性
司
祭
が
出
向
し
て

き
て
聖
餐
式
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
軍
の
取
り
締
ま
り
が
厳
し
く
な
り
渡
航
が
困
難
に
な
っ
た
の
で
、
緊

急
措
置
と
し
て
リ
ー
執
事
を
司
祭
に
按
手
し
て
聖
餐
式
執
行
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
香
港
教
区
会
は
こ
の
措
置
を
圧
倒
的
多

数
で
承
認
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
報
告
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
聖
公
会
の
カ
ン
タ
ベ
リ
ーCanterbury

と
ヨ
ー
クY

ork

の
主
教
は
そ
の

司
祭
叙
任
の
承
認
を
拒
否
し
、
リ
ー
司
祭
は
辞
職
を
求
め
ら
れ
司
祭
職
を
辞
し
た
が
、
そ
の
後
も
牧
師
と
し
て
中
国
で
働
き
続
け
た（

６
）。

そ

の
後
、
一
九
四
八
年
の
ラ
ン
ベ
ス
会
議
に
お
い
て
、
香
港
教
区
は
女
性
の
司
祭
按
手
許
可
を
求
め
る
要
請
を
改
め
て
行
っ
た
の
だ
が
、
未

だ
そ
の
時
期
に
来
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
拒
否
さ
れ
た
。

　

一
九
六
四
年
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
、
女
執
事
の
法
規
の
言
葉
を
「
任
命
さ
れ
る
（appointed

）」
か
ら
「
按
手
さ
れ
る
（ordered

）」

に
変
更
し
、
女
執
事
の
結
婚
を
許
可
す
る
よ
う
変
更
し
た
。
そ
う
し
て
、
教
会
の
奉
仕
職
に
お
け
る
女
性
の
適
正
な
位
置
に
つ
い
て
の
研

究
が
始
め
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
主
教
会
は
、
六
八
年
の
ラ
ン
ベ
ス
会
議
に
、
女
性
の
司
祭
職
へ
の
按
手
問
題
を
研
究
す
る
よ
う
勧
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告
す
る
こ
と
に
し
た
。
ラ
ン
ベ
ス
会
議
は
そ
の
勧
告
に
応
じ
て
、
女
性
の
司
祭
按
手
問
題
を
さ
ら
に
研
究
す
る
よ
う
に
と
、
全
聖
公
会
各

管
区
に
差
し
戻
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
女
執
事
を
執
事
職
の
内
に
あ
る
と
い
う
原
則
を
認
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
聖
公
会
諸
教
会
、
香

港
、
ケ
ニ
ア
、
韓
国
、
カ
ナ
ダ
な
ど
で
女
性
へ
の
執
事
按
手
が
行
わ
れ
始
め
た
。

　

一
九
七
〇
年
、ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
聖
職
叙
任
制
度
に
つ
い
て
の
委
員
会
は
、そ
の
結
果
を
総
会
に
報
告
し
、す
べ
て
の
聖
職
位
（
主
教
、

司
祭
、
執
事
）
が
た
だ
ち
に
女
性
に
開
か
れ
る
よ
う
総
会
に
勧
告
し
た
が
、
聖
職
議
員
の
わ
ず
か
な
票
差
で
否
決
さ
れ
た
。
七
一
年
、
全

聖
公
会
中
央
協
議
会
（
ラ
ン
ベ
ス
会
議
の
中
間
の
時
期
に
開
か
れ
る
聖
職
と
信
徒
の
全
聖
公
会
の
組
織
体
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
区
の
承

認
を
得
て
主
教
が
女
性
の
司
祭
按
手
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
容
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
宣
言
し
た
。
同
年
、
香
港
の
教
区
主
教
は
教

区
会
の
承
認
を
得
て
、
二
名
の
女
性
執
事
を
司
祭
職
に
按
手
し
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
で
は
、
七
四
年
、
管
区
の
総
会
に
お
け
る
可
決
を

待
た
ず
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
退
職
主
教
が
十
一
人
の
女
性
の
執
事
を
司
祭
按
手
し
た
。
こ
の
出
来
事
は
「
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
・
イ

レ
ヴ
ンPhiladelphia Eleven

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
七
六
年
に
よ
う
や
く
正
式
に
女
性
の
司
祭
按
手
が
承
認
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
よ
り
先
に
一
九
七
六
年
に
カ
ナ
ダ
聖
公
会
が
、
そ
し
て
七
七
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
プ
エ
ル
ト
リ
コ
も
、
八
〇
年
に
ブ
ラ
ジ

ル
、
八
一
年
頃
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
八
三
年
に
ウ
ガ
ン
ダ
、
ケ
ニ
ア
、
八
四
年
頃
に
ブ
ル
ン
ジ
、
ル
ワ
ン
ダ
、
ザ
イ
ー
ル
、
八
五
年
に
キ
ュ
ー

バ
、
九
一
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
九
二
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
、
と
聖
公
会
諸
管
区
で
次
々
と
女
性
の
司
祭
按
手
が
行
わ

れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た（

７
）。



112

　
　
　
　
　

二　

女
性
の
司
祭
叙
任
の
実
現
を
め
ぐ
る
運
動

（
１
） 

日
本
聖
公
会
に
お
け
る
最
初
の
問
題
提
起

　

聖
公
会
に
お
け
る
聖
職
制
度
の
改
変
の
た
め
に
は
、
最
終
的
に
は
各
管
区
の
最
高
意
志
決
定
機
関
で
の
論
議
と
決
議
が
必
要
と
な
る
。

日
本
聖
公
会
で
は
、
こ
の
最
高
意
志
決
定
機
関
で
あ
る
総
会
の
代
議
員
に
女
性
が
非
常
に
少
な
く
、
一
九
九
二
年
の
日
本
聖
公
会
総
会
ま

で
は
、
正
式
に
選
出
さ
れ
た
女
性
の
信
徒
代
議
員
が
全
く
い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

８
）。

十
一
教
区
か
ら
主
教
議
員
各
一
名
。
そ
し
て

聖
職
代
議
員
二
名
と
信
徒
代
議
員
二
名
は
各
教
区
に
お
け
る
選
挙
で
選
出
さ
れ
、
合
計
五
五
名
が
総
会
の
構
成
員
と
な
る
。
女
性
に
も
被

選
挙
権
は
あ
り
、
女
性
信
徒
数
は
全
体
の
約
六
五
％
で
男
性
信
徒
数
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
九
二
年
以
降
も
各

教
区
か
ら
の
選
出
者
は
ほ
と
ん
ど
九
○
％
以
上
男
性
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
が
続
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
志
決
定
機
関
に
お
け
る

男
女
比
か
ら
み
て
も
、
日
本
聖
公
会
に
お
け
る
男
性
中
心
的
構
造
は
明
白
で
あ
り
、
女
性
の
意
見
が
反
映
さ
れ
に
く
い
体
質
を
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
も
女
性
の
司
祭
叙
任
実
現
を
遅
ら
せ
た
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
。
各
個
教
会
で
の
女
性
信
徒
の
活
動
は
そ
れ
ぞ
れ
必
要
不
可
欠

な
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
教
区
、
管
区
の
意
志
決
定
機
関
で
の
女
性
の
議
席
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
そ
の
現
象
は
、

日
本
聖
公
会
に
お
け
る
女
性
の
周
縁
化
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
総
会
に
お
い
て
最
初
に
女
性
の
司
祭
叙
任
を
求
め
る
発
言
し
た
女
性
は
、
日
本
聖
公
会
婦
人
会
会
長
の
岡

本
千
代
子
さ
ん
で
あ
っ
た
。
一
九
八
六
年
五
月
、
神
戸
で
開
催
さ
れ
た
日
本
聖
公
会
第
三
九
（
定
期
）
総
会
で
、
初
め
て
「
女
性
司
祭
に

つ
い
て
考
え
る
委
員
会
設
置
の
件
」
の
議
案
が
聖
職
代
議
員
・
清
家
智
光
司
祭
ら
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
総
会
に
番
外
議
員
と
し

て
出
席
し
て
い
た
岡
本
会
長
は
、
日
本
聖
公
会
婦
人
会
の
常
議
員
会
に
お
い
て
女
性
聖
職
を
望
む
声
が
出
て
き
た
こ
と
を
報
告
し
、
全
世
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界
の
聖
公
会
に
お
け
る
女
性
司
祭
の
状
況
を
学
び
な
が
ら
、
漸
次
こ
の
問
題
が
進
展
の
方
向
に
動
く
こ
と
を
願
い
祈
っ
て
い
る
、
と
語
っ

た（
９
）。

ま
た
同
会
長
は
、
こ
れ
よ
り
先
に
前
年
九
月
に
主
教
会
あ
て
に
書
簡
を
送
り
、
こ
れ
ら
の
女
性
信
徒
の
要
望
に
つ
い
て
す
で
に
詳
細

を
伝
え
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
議
案
は
十
分
な
協
議
も
さ
れ
な
い
ま
ま
否
決
さ
れ
た）

（（
（

。
そ
し
て
、
二
年
後
の
八
八
年
の
総
会

で
も
「
女
性
聖
職
に
つ
い
て
考
え
る
委
員
会
」
設
置
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
十
分
に
論
議
さ
れ
る
こ
と
な
く
再
び
否
決
さ
れ

て
し
ま
っ
た）

（（
（

。

　

こ
の
頃
、
女
性
を
め
ぐ
る
社
会
的
状
況
は
、
大
き
く
変
わ
り
始
め
て
い
た
。
一
九
八
五
年
五
月
に
は
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
日
本
の

国
会
で
成
立
し
、
同
年
六
月
に
は
国
連
の
女
性
差
別
撤
廃
条
約
が
国
会
で
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
、
国
連
女
性
の
十
年
の
最
終
年
で
も

あ
り
、
七
月
に
第
三
回
世
界
女
性
会
議
が
ナ
イ
ロ
ビ
で
開
催
さ
れ
、
二
○
○
○
年
ま
で
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
「
ナ
イ
ロ
ビ
将
来
戦
略
」

が
採
択
さ
れ
た
。
世
界
の
男
女
平
等
と
平
和
の
実
現
を
求
め
る
潮
流
が
、
大
き
な
う
ね
り
を
伴
っ
て
日
本
社
会
に
向
か
っ
て
流
れ
込
ん
で

き
た
頃
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
一
般
社
会
に
お
け
る
女
性
差
別
問
題
に
関
す
る
意
識
の
変
化
や
法
改
正
に
よ
る
変

革
な
ど
は
、
日
本
聖
公
会
全
体
に
と
っ
て
、
殊
に
日
本
聖
公
会
総
会
を
構
成
す
る
大
多
数
の
男
性
議
員
た
ち
に
と
っ
て
は
、
未
だ
関
心
を

持
つ
べ
き
事
柄
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
２
）　

教
会
の
変
革
を
求
め
る
女
性
た
ち
の
運
動
の
始
ま
り

　
　

教
会
の
変
革
を
求
め
る
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
契
機
が
運
動
の
根
源
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
た
か
を
示
す
一
つ
の

実
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
女
性
司
祭
叙
任
運
動
の
歴
史
の
始
ま
り
に
つ
い
て
の
ス
ザ
ン
・
ハ
ヤ
ッ
ト
司
祭Suzanne R. H

iatt 

の
報
告
は
興
味
深
い）

（（
（

。

　

一
九
七
○
年
四
月
、
グ
レ
イ
ム
ー
ア
で
、
教
会
の
女
性
に
対
す
る
差
別
を
考
え
よ
う
と
い
う
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
人
々
が
会
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議
を
行
っ
た
。
こ
の
会
議
は
、
一
九
六
○
年
代
後
半
か
ら
平
和
運
動
や
人
種
差
別
反
対
運
動
な
ど
で
活
躍
し
て
い
た
女
性
た
ち
に
よ
っ
て

準
備
さ
れ
た
。
集
ま
っ
た
人
々
の
な
か
に
は
、
若
い
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
、
修
道
女
、
聖
職
者
の
妻
た
ち
、
神
学
校
で
学
ん
だ
経
験
を
も
っ

て
い
る
女
性
た
ち
、
教
会
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
と
感
じ
て
い
る
人
々
、
た
だ
我
慢
し
て
い
る
ば
か
り
の
女
性
の
信
徒
た
ち
、
組
織
化

さ
れ
た
教
会
に
利
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
感
じ
て
い
る
人
々
、
司
祭
職
へ
の
召
命
感
を
も
つ
者
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
た
ち
が
い
て
、

会
議
は
難
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、互
い
に
議
論
し
、話
し
合
い
、共
に
泣
き
な
が
ら
二
日
間
を
す
ご
し
、最
終
的
に
グ
レ
イ
・
ム
ー

ア
決
議
文
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
。「
現
在
の
聖
公
会
に
は
人
種
差
別
、
性
差
別
が
あ
り
、
私
た
ち
自
身
の
基
本
的
生
活
に
否
定
的
な
影

響
を
持
っ
て
い
る
」「
女
性
は
男
性
同
様
受
け
入
れ
ら
れ
、
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
会
の
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
の
す
べ

て
の
分
野
で
働
け
る
よ
う
に
」。こ
の
決
議
文
は
広
く
公
表
さ
れ
た
。こ
の
会
議
に
よ
っ
て
具
体
的
な
組
織
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

女
性
た
ち
が
互
い
の
考
え
や
想
い
を
分
ち
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
を
知
り
姉
妹
と
し
て
の
つ
な
が
り
・
連
帯
を
確
認
で
き
た
の
で
あ

る
。
同
年
一
○
月
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
で
の
総
会
で
、
す
べ
て
の
聖
職
位
に
女
性
を
按
手
す
る
議
案
が
否
決
さ
れ
た
後
、
女
性
た
ち
の
反
応

は
怒
り
に
満
ち
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
次
の
七
三
年
の
総
会
に
向
け
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
っ
て
準
備
を
重
ね
た
が
、
再
び
議
案
が
否

決
さ
れ
、
七
四
年
の
非
合
法
の
女
性
司
祭
按
手
式
決
行
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
出
来
事
を
背
景
に
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
視
点
に
立
つ
女
性
の
神
学
者
の
著
作
が
六
○
年
代
の
終
わ
り
か
ら
七
○

年
代
、
八
○
年
代
と
次
々
に
刊
行
さ
れ
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
（fem

inist theology

）」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
、

男
性
中
心
的
な
神
概
念
や
聖
書
解
釈
を
批
判
し
、
教
会
の
家
父
長
制
的
構
造
や
制
度
、
価
値
観
の
性
差
別
的
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
ま

た
聖
書
を
女
性
の
視
点
か
ら
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
女
性
を
解
放
す
る
神
学
を
構
築
す
る
試
み
に
着
手
し
て
い
た
。
こ
の
神

学
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
界
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
特
に
聖
公
会
の
女
性
聖
職
実
現
を
求
め
る
人
々
に
、
確
固

た
る
神
学
的
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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こ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
影
響
が
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
及
ん
で
き
た
の
は
、
八
〇
年
代
前
半
頃
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

の
頃
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
文
献
の
翻
訳
本
が
、少
し
ず
つ
日
本
で
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
八
四
年
に
は
、

東
京
で
「
女
性
と
神
学
の
会
」
が
発
足
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
女
性
キ
リ
ス
ト
者
有
志
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学

と
は
何
か
を
学
び
、互
い
の
経
験
や
自
分
た
ち
の
課
題
を
話
し
合
う
集
ま
り
を
始
め
て
い
る）

（（
（

。そ
し
て
こ
の
会
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
っ

て
一
九
八
八
年
九
月
に
、
第
一
回
の
「
教
会
女
性
会
議
」
が
開
催
さ
れ
た）

（（
（

。
こ
の
教
派
を
越
え
た
教
会
女
性
の
集
会
に
は
、
三
名
の
聖
公

会
の
女
性
た
ち
も
参
加
し
て
い
た
。

　

教
会
の
変
革
を
求
め
る
日
本
聖
公
会
の
女
性
た
ち
の
運
動
の
歴
史
の
始
ま
り
は
、
前
述
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
場
合
よ
り
も
一
八
年
程

遅
か
っ
た
。
一
九
八
八
年
、
女
性
た
ち
の
小
さ
な
集
ま
り
「
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
」
が
東
京
で
始
め
ら
れ
、
翌
八
九
年
九
月
に
、
女

性
聖
職
問
題
を
含
め
教
会
に
お
け
る
女
性
差
別
の
問
題
を
話
し
合
お
う
と
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
、
日
本
各
地
か
ら
池
袋
聖
公
会
に
集

ま
っ
た
女
性
た
ち
十
数
名
で
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
集
ま
っ
た
の
は
、
聖
職
者
の
妻
た
ち
、
元
修
道
女
、
神
学
校
で
学
ん
だ
経
験
を
も

つ
女
性
た
ち
、
既
存
の
教
会
女
性
の
団
体
の
活
動
に
長
く
携
わ
っ
て
き
た
信
徒
、
結
婚
を
理
由
に
主
教
か
ら
退
職
勧
告
を
受
け
て
い
た
伝

道
師
、
牧
師
と
の
結
婚
を
機
に
主
教
か
ら
仕
事
を
辞
め
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
牧
師
夫
人
、
教
会
内
の
性
別
役
割
分
担
の
意
識
に
疑
問
を

も
つ
人
々
な
ど
。
普
段
の
教
会
生
活
に
お
い
て
は
吐
露
し
に
く
い
、
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
受
け
た
痛
み
と
悲
し
み
の
経
験
を
互
い
に
分

ち
合
っ
た
。
そ
し
て
、
教
会
の
中
に
偏
っ
た
固
定
的
な
男
女
の
役
割
分
担
意
識
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
女
性
が
仕
え
る
場
、
神
の
召
命
に

応
え
て
働
く
領
域
が
限
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
想
い
を
そ
れ
ぞ
れ
に
抱
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
教
会
の
変
革
の
必
要
性
を
確

信
し
た
。
こ
の
大
き
な
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
十
一
項
目
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、次
期
総
会
に「
女

性
聖
職
実
現
を
促
進
す
る
委
員
会
」
の
設
置
を
求
め
る
議
案
と
、
管
区
の
諸
委
員
会
の
女
性
委
員
増
加
を
求
め
る
議
案
を
提
出
す
る
こ
と

を
計
画
し
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
・
配
布
に
よ
っ
て
、
教
会
の
変
革
を
求
め
る
自
分
た
ち
の
声
を
日
本
聖
公
会
全
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体
に
届
け
る
努
力
を
開
始
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

　

一
九
九
○
年
五
月
の
日
本
聖
公
会
総
会
で
は
、
議
案
内
容
に
賛
同
し
た
正
義
と
平
和
委
員
会
は
じ
め
六
つ
の
社
会
問
題
関
係
の
委
員
会

が
議
案
提
出
者
と
な
っ
た）

（（
（

。
こ
の
時
の
総
会
の
議
員
は
全
員
男
性
で
あ
っ
た
が
、
傍
聴
し
て
い
た
「
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
」
の
メ
ン

バ
ー
た
ち
は
特
別
に
総
会
で
の
発
言
を
許
さ
れ
、
二
つ
の
議
案
の
可
決
を
要
望
す
る
意
見
を
述
べ
た
。
委
員
会
設
置
の
議
案
に
強
く
反
対

す
る
聖
職
者
の
意
見
も
述
べ
ら
れ
た
が
、
結
局
、
女
性
聖
職
実
現
を
「
促
進
」
す
る
委
員
会
で
は
な
く
、「
検
討
」
す
る
委
員
会
と
名
称

と
職
務
を
変
更
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
て
可
決
さ
れ
た
。
女
性
委
員
増
加
の
件
も
「
可
能
な
か
ぎ
り
」
複
数
の
女
性
の
委
員
を
選
出
す

る
と
い
う
修
正
案
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
、
女
性
聖
職
の
問
題
が
日
本
聖
公
会
内
で
公
的
に
検
討
・
協
議
さ
れ
て
い

く
段
階
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、日
本
に
お
い
て
も
、聖
公
会
の
女
性
の
司
祭
按
手
の
実
現
を
求
め
る
女
性
た
ち
の
運
動
開
始
の
原
動
力
と
な
っ

た
の
は
、
教
会
や
社
会
に
お
け
る
女
性
と
し
て
の
経
験
の
分
ち
合
い
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
女
性
で
あ

る
が
ゆ
え
に
当
然
受
け
入
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
、
実
は
男
性
中
心
的
な
聖
書
解
釈
に
よ
る
女
性
観
の
刷
り

込
み
や
、
家
父
長
制
的
な
教
会
や
社
会
に
お
け
る
構
造
的
な
差
別
と
抑
圧
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
周
縁
化
な
の
だ
と
い
う
こ
と

を
、
互
い
の
話
し
合
い
に
よ
る
気
づ
き
と
学
び
に
よ
っ
て
認
識
し
、
教
会
の
変
革
の
必
要
性
を
確
信
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

管
区
の
意
志
決
定
機
関
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
と
日
本
聖
公
会
で
は
、
は
全
く
異
な
る
状
況
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ

聖
公
会
の
主
教
会
は
、
女
性
が
司
祭
お
よ
び
主
教
に
叙
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
主
教
会
の
意
図
で
あ
る
、
と
一
九
七
二
年

に
す
で
に
票
決
し
て
い
た）

（（
（

。
だ
が
日
本
の
場
合
は
、
一
九
九
○
年
当
時
の
教
区
主
教
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
強
固
な
反
対
の
立
場
に
立
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
変
革
を
求
め
る
女
性
信
徒
た
ち
の
前
に
、
教
会
内
で
最
も
権
威
あ
る
立
場
の
男
性
聖
職
者
た
ち
が
立
ち
塞
が
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
と
は
別
の
意
味
で
の
困
難
な
壁
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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（
３
）「
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
」
の
諸
活
動
の
展
開

　
「
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
」
は
、
一
九
九
○
年
に
会
の
趣
旨
と
活
動
方
針
を
記
述
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
総
会
代
議
員
を

含
め
日
本
聖
公
会
内
に
公
表
・
配
布
し
た）

（（
（

。
そ
こ
に
は
、
こ
の
会
が
目
指
そ
う
と
す
る
新
し
い
教
会
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

   「
一
、
教
会
の
す
べ
て
の
働
き
に
、
男
女
の
別
な
く
神
の
召
命
に
応
答
す
る
道
が
開
か
れ
る
こ
と
。

　

 

二
、
教
会
形
成
の
中
で
、
聖
職
と
信
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
よ
り
積
極
的
に
創
造
的
に
協
働
で
き
る
道
が
開
か
れ
る
こ
と
。

　

 

三
、
社
会
・
教
会
の
中
で
、
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
人
々
と
共
に
お
ら
れ
る
神
に
仕
え
る
た
め
に
、
教
会
が
新
し
い
命
と
力
を

　

 　
　

与
え
ら
れ
る
こ
と
。」

　
　

こ
の
趣
旨
文
は
、こ
の
会
の
活
動
が
単
に
教
会
に
お
け
る
女
性
の
平
等
な
権
利
や
地
位
の
獲
得
だ
け
を
目
標
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

聖
公
会
の
宣
教
的
使
命
を
よ
り
十
全
に
果
た
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
男
性
と
女
性
の
関
係
、
聖
職
と
信
徒
と
の
関
係
の
あ
り
方

を
見
直
し
て
、
新
し
い
生
き
生
き
と
し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
造
り
だ
そ
う
、
と
広
く
呼
び
か
け
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
そ
れ
が
現
在

必
要
と
さ
れ
て
い
る
教
会
の
変
革
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
女
性
の
司
祭
按
手
の
実
現
は
、
教
会
に
お
け
る
女
性

差
別
撤
廃
と
い
う
意
義
だ
け
で
な
く
、
教
会
の
宣
教
の
革
新
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
変
革
の
一
つ
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
「
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
」
は
、
主
体
的
に
集
ま
っ
た
有
志
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
あ
え
て
組
織
的
な
会
員
制
度
や
会
長
な
ど
は
定

め
ず
、
共
通
の
目
標
に
向
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
主
体
的
に
企
画
し
て
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
八
九
年
以
降
は
、
東
京
だ
け
で
な

く
、
大
阪
、
京
都
で
も
集
ま
り
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
各
教
区
の
社
会
部
や
宣
教
関
連
の
部
署
、
そ
の
他
の
教
会
関
連
団
体
な
ど
と
協
力

し
、
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
を
企
画
・
実
施
し
て
女
性
聖
職
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
学
び
を
深
め
る
機
会
を
作
っ
て
い
っ
た
。

　

一
九
九
○
年
七
月
に
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
女
性
の
補
佐
主
教
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
リ
ス
主
教the Right Reverend Barbara C. 
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H
arris

が
来
日
す
る
こ
と
に
な
り
、
東
京
の
聖
公
会
神
学
院
で
共
同
聖
餐
式
と
女
性
聖
職
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た）

（（
（

。
彼
女
は
、

八
九
年
に
世
界
の
聖
公
会
の
な
か
で
初
め
て
主
教
と
な
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
彼
女
は
講
演
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
し

て
い
る
。

　
「
人
種
の
差
別
、
性
の
差
別
、
こ
れ
は
私
自
身
が
感
じ
て
い
た
こ
と
で
す
。
差
別
の
根
底
に
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
恐
怖
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。・
・
女
性
が
聖
職
按
手
を
受
け
て
教
会
に
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
き
る
と
、
女
性
の
力
や
資

質
に
よ
っ
て
男
性
の
力
や
資
質
が
陰
に
か
く
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。・
・
そ
う
い
う
恐
怖
感
が
男
性
側
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
男

性
側
の
安
心
感
を
脅
か
す
の
は
、
女
性
が
教
会
の
中
で
指
導
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
女
性
の
い
ろ

い
ろ
な
役
割
や
創
造
的
な
働
き
は
歓
迎
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
恐
怖
や
不
安
の
一
番
の
基
に
は
、
女
性
を
一
人
の
人
格
と
し
て
尊

敬
す
る
こ
と
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す）

（（
（

。」

　

こ
れ
は
、
女
性
差
別
問
題
の
本
質
を
つ
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
女
性
の
聖
職
叙
任
の
是
非
に
つ
い
て
神
学
的
な
論
争
も
含
め
さ
ま
ざ
ま

な
視
点
か
ら
の
論
議
・
検
討
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
論
理
的
な
話
し
合
い
に
よ
っ
て
賛
成
派
と
反
対
派
が
両
者
納
得
す
る
合
意
点
に
い
た

る
こ
と
は
な
く
、
い
つ
ま
で
も
平
行
線
が
続
く
現
象
が
起
こ
る
背
景
を
、
彼
女
は
心
理
的
に
分
析
し
て
説
明
し
て
い
る
。
女
性
聖
職
実
現

を
願
う
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
心
理
的
な
問
題
は
、
非
常
に
大
き
な
見
え
な
い
壁
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
九
月
に
は
、
先

述
し
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
ス
ザ
ン
・
ハ
ヤ
ッ
ト
司
祭
を
東
京
と
大
阪
に
迎
え
て
、
聖
餐
式
と
講
演
会
を
行
っ
た
。
彼
女
は
、
ア
メ
リ
カ

聖
公
会
で
女
性
の
司
祭
按
手
を
実
現
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
尽
力
し
て
き
た
女
性
で
あ
っ
た
。

「
宣
教
と
牧
会
の
再
発
見
に
向
け
て
〜
女
性
の
視
点
か
ら
」
と
題
す
る
講
演
の
な
か
で
、
彼
女
は
世
界
の
聖
公
会
で
の
女
性
聖
職
問
題
を

め
ぐ
る
現
状
に
つ
い
て
語
り
、
女
性
の
執
事
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
管
区
で
誕
生
し
て
お
り
、
女
性
の
司
祭
按
手
に
関
し
て
は
十
一
の
管

区
が
す
で
に
実
現
さ
せ
、残
り
二
九
の
管
区
も
変
革
の
方
向
に
向
け
て
討
議
中
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る）

（（
（

。そ
し
て
、女
性
の
司
祭
誕
生（
七
四
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年
）
後
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
に
つ
い
て
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
い
っ
た
ん
女
性
が
司
祭
に
按
手
さ
れ
る
と
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
論
争
も
消
え
去
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
女
性
司
祭
が
か
つ

て
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
が
な
ん
と
速
く
消
え
去
る
か
は
、
驚
く
ほ
ど
で
す）

（（
（

。」

　

日
本
聖
公
会
に
お
い
て
も
、
女
性
の
司
祭
誕
生
後
に
論
争
自
体
は
ほ
と
ん
ど
消
え
去
っ
た
。
し
か
し
、
女
性
の
司
祭
を
認
め
な
い
人
々

が
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
は
ア
メ
リ
カ
と
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、
彼
女
は
宣
教
・
牧
会
の
課
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
私
が
話
し
た
い
の
は
、
二
○
世
紀
後
半
の
社
会
に
お
い
て
、
女
性
の
変
わ
り
つ
つ
あ
る
役
割
を
い
か
に
教
会
は
語
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
語
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
女
性
の
司
祭
按
手
に
つ
い
て
の
討
論
は
、
女
性
が
男
性
の
世
界
に
加
わ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
関

す
る
討
論
と
同
じ
水
準
に
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
女
性
た
ち
は
確
実
に
家
庭
と
い
う
私
的
世
界
か
ら
専
門
職
と
い
う
公
の
世
界
へ
、
賃
金

の
支
払
わ
れ
る
世
界
へ
と
進
出
し
て
い
ま
す
。
す
べ
て
が
幸
せ
に
い
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。（
中
略
）
牧
会
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、

教
会
は
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
む
ず
か
し
い
過
渡
期
を
、
信
徒
が
誠
実
に
生
き
る
手
助
け
を
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

私
た
ち
に
は
女
性
の
司
祭
が
必
要
な
の
で
す
。
教
会
は
、
世
界
の
人
々
に
男
性
と
同
等
に
女
性
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ

る
の
で
す
。
私
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
が
女
性
に
も
仕
え
る
た
め
に
来
ら
れ
た
こ
と
を
想
い
起
こ
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
人
々
は
、
男
性
女
性

両
方
の
中
に
キ
リ
ス
ト
の
働
き
人
を
見
る
こ
と
の
再
確
認
を
必
要
と
し
て
い
ま
す）

（（
（

。」

　

彼
女
が
指
摘
し
た
宣
教
の
課
題
は
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
も
、
ま
た
二
十
一
世
紀
に
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ぬ
課
題
の
一

つ
で
あ
り
、
日
本
聖
公
会
が
女
性
の
司
祭
按
手
を
実
現
さ
せ
た
後
に
、
具
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
」
は
、
先
に
女
性
の
司
祭
按
手
を
実
現
さ
せ
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
女
性
の
主
教
や
司
祭

た
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
励
ま
し
を
受
け
、
直
面
す
る
課
題
を
再
確
認
し
あ
い
、
運
動
を
推
進
し
て
い
く
勇
気
と
力
を
養
っ
て
い
っ
た
。
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「
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
」
は
、
一
九
九
二
年
か
ら
は
各
地
域
の
メ
ン
バ
ー
が
毎
年
一
回
集
ま
っ
て
「
聖
公
会
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

を
開
催
し
、
女
性
聖
職
問
題
を
含
め
女
性
の
視
点
か
ら
見
た
さ
ま
ざ
ま
な
教
会
の
問
題
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
な
ど
を
行
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
四
年
四
月
に
は
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
き
た
女
性
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
「
女
性
の
司
祭
按
手
を
め
ざ
す
会
」

を
発
足
さ
せ
た
。
こ
の
会
の
発
起
人
四
一
名
の
う
ち
約
半
数
は
、
男
性
の
信
徒
・
聖
職
お
よ
び
聖
職
候
補
生
だ
っ
た）

（（
（

。

　

一
方
、
女
性
の
司
祭
・
主
教
叙
任
に
反
対
す
る
人
々
も
有
志
の
グ
ル
ー
プ
を
発
足
さ
せ
た
。
イ
ギ
リ
ス
聖
公
会
の
反
対
派
の
グ
ル
ー
プ

「
使
徒
職
を
考
え
る
会
（A

ssociation for the A
postolic M

inistry

）」
の
日
本
支
部
「
聖
公
会
の
信
仰
と
職
制
を
考
え
る
会
（
略
称

A
A

M
J

）」
と
し
て
、
一
九
九
二
年
九
月
に
声
明
文
を
出
し
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
す
る
な
ど
し
て
反
対
意
見
を

公
表
し
始
め
た）

（（
（

。

　

こ
の
頃
、
世
界
の
聖
公
会
の
女
性
の
司
祭
叙
任
実
現
へ
の
潮
流
を
決
定
づ
け
る
出
来
事
が
起
こ
っ
た
。
一
九
九
二
年
一
一
月
一
一
日
、

イ
ギ
リ
ス
聖
公
会
の
最
高
意
志
決
定
機
関
で
あ
る
総
会
で
、
約
四
六
○
年
の
伝
統
を
や
ぶ
っ
て
、
女
性
を
司
祭
に
登
用
す
る
動
議
を
、

三
分
の
二
以
上
の
賛
成
（
主
教
、
聖
職
、
信
徒
の
各
部
会
）
で
可
決
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
ケ
ア
リ
ー
・
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教

A
rchbishop of Caterbury Gorge L

. Carey
は
、「
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
女
性
が
活
躍
し
て
い
る
現
代
で
女
性
司
祭
の
任
命
を
認
め
な

い
と
す
れ
ば
、
教
会
は
社
会
の
声
に
耳
を
傾
け
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
女
性
の
登
用
を
認
め
る
よ
う
演
説
し
た）

（（
（

。
こ
の
決
定
に
対
し

て
、
ロ
ー
マ
法
王
庁
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
英
国
教
会
の
和
解
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
重
大
な
障
害
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
そ
し
て
、
英
国

内
の
反
対
派
の
な
か
に
は
脱
退
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
す
る
と
宣
言
す
る
者
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
性
聖
職
問
題
は
教
会
に
分
裂
を
引
き
起
こ
す
火
種
と
な
る
課
題
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
現
代
社
会
に
福
音
宣
教
す

る
教
会
と
し
て
、
分
裂
の
危
機
を
覚
悟
し
て
で
も
実
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
教
会
の
改
革
で
あ
っ
た
。
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、
女
性
聖

職
に
対
し
て
全
く
異
な
る
意
見
を
も
つ
聖
公
会
員
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
教
会
内
で
共
存
し
う
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
大
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き
な
課
題
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

日
本
聖
公
会
の
教
区
レ
ベ
ル
で
も
、
女
性
の
司
祭
按
手
実
現
に
向
け
て
す
で
に
動
き
始
め
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
中
部
教
区
は
一
九
九

○
年
十
一
月
の
教
区
会
で
「
女
性
の
司
祭
の
実
現
を
促
進
す
る
委
員
会
」
を
設
置
し
た
。
大
阪
教
区
は
九
二
年
に
「
女
性
聖
職
問
題
特
別

委
員
会
」
設
置
を
教
区
会
で
可
決
し
て
、
活
動
を
開
始
し
た
。

　　
　
　
　
　

三　

日
本
聖
公
会
に
お
け
る
検
討
作
業
と
協
議
の
経
緯

　

日
本
聖
公
会
内
に
お
け
る
女
性
の
司
祭
叙
任
に
関
す
る
検
討
作
業
は
、
有
志
の
グ
ル
ー
プ
、
任
意
団
体
、
各
教
会
、
各
教
区
、
管
区
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
管
区
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
検
討
作
業
と
協
議
の
経
緯
を
中
心
と
し
て
記
述
す
る
。

（
１
） 

女
性
聖
職
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会
（
一
九
九
○
〜
一
九
九
四
年
）

　

前
述
し
た
一
九
九
○
年
の
日
本
聖
公
会
総
会
で
設
置
さ
れ
た
「
女
性
聖
職
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会
」（
以
下
、「
検
討
す
る
委
員
会
」）

の
任
務
に
つ
い
て
は
、「
日
本
聖
公
会
の
す
べ
て
の
聖
職
位
に
女
性
が
按
手
さ
れ
る
体
制
確
立
を
検
討
す
る
た
め
に
、
と
く
に
女
性
司
祭

の
問
題
に
光
を
あ
て
、
そ
の
諸
問
題
を
研
究
・
協
議
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
委
員
は
八
名
、
男
女
同
数
選
出
し
、
委
員
会
だ
け
の
討
議
・

研
究
に
止
ま
ら
ず
、
よ
り
多
く
の
聖
職
・
信
徒
が
こ
の
課
題
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
考
慮
し
、
多
様
な
分
野
か
ら
の

参
加
者
を
含
め
た
研
究
協
議
会
や
公
聴
会
な
ど
を
行
う
こ
と
が
、
議
案
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。
委
員
の
任
期
は
、
四
年
間
＝
総
会

期
二
期
分
（
総
会
は
二
年
に
一
度
開
催
）
で
あ
っ
た
。
委
員
会
は
、女
性
の
司
祭
叙
任
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
意
見
を
も
つ
信
徒
・

聖
職
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
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検
討
す
る
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
任
務
を
果
た
す
た
め
に
、
ま
ず
こ
の
問
題
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
究
・
意
見
交

換
な
ど
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
１
．
女
性
聖
職
問
題
は
、
聖
公
会
と
い
う
教
会
の
本
質
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
聖
職
と
は
何
か
、
そ
の

任
務
と
は
何
か
、
司
祭
職
、
主
教
職
と
は
何
か
、
教
会
の
宣
教
的
使
命
と
は
何
か
、
な
ど
を
現
在
の
状
況
に
お
い
て
見
直
す
こ
と
が
急
務

で
あ
る
こ
と
、
２
．
聖
書
に
お
け
る
福
音
理
解
、
現
代
に
お
け
る
神
学
の
見
直
し
を
要
求
す
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
３
．

同
時
に
、
こ
の
問
題
は
ま
ず
教
会
の
な
か
に
感
情
的
な
受
け
止
め
方
か
ら
発
生
す
る
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
４
．
女
性
聖
職
の
実
現

を
進
め
る
と
す
れ
ば
、
各
個
教
会
レ
ベ
ル
で
の
充
分
な
認
識
と
理
解
、
お
よ
び
教
区
内
の
見
解
の
合
意
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
認
識
の

も
と
に
、
作
業
を
す
す
め
る
こ
と
と
し
た）

（（
（

。

　

そ
し
て
、
実
際
的
な
作
業
計
画
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
聖
公
会
が
各
個
教
会
、
各
教
区
で
の
一
般
の
討
議
資
料
と
し
て
作
成
し
た

W
O

M
EN

 PRIEST
S: W

H
ICH

 W
A

Y
 W

ILL Y
O

U
 V

O
T

E?[1990]

を
翻
訳
・
出
版 

す
る
こ
と
と
し
、女
性
聖
職
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
実
施
と
公
聴
会
開
催
の
準
備
を
行
い
、
さ
ら
に
女
性
聖
職
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
掲
載
し
た
冊
子
を
作
成

す
る
こ
と
に
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
一
九
九
一
年
一
○
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
日
本
聖
公
会
の
全
聖
職
、
お
よ
び
全
国
の
教
会
の
教

会
委
員
の
中
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
信
徒
、
合
計
千
三
百
名
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
配
布
し
て
行
い
、
約
六
九
○
名
か
ら
回
答
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
一
回
公
聴
会
は
九
一
年
五
月
に
京
都
で
、
第
二
回
公
聴
会
は
東
京
で
開
催
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
公
聴
会
の
要
約
記
録
と
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
は
、
一
九
九
二
年
の
第
四
五
（
定
期
）
総
会
に
提
出
す
る
委
員
会
報
告
の
一

部
と
し
て
別
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
一
般
の
信
徒
・
聖
職
の
参
考
資
料
と
し
て
提
供
す
る
た
め
多
数
印
刷
・
発
行
・
配
布
さ
れ
た）

（（
（

。
ア

ン
ケ
ー
ト
の
質
問
は
十
七
項
目
に
わ
た
っ
て
お
り
、
賛
否
を
問
う
も
の
だ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
例
え
ば
「
日
本
聖
公
会
に
女
性
司
祭
・

主
教
の
誕
生
を
望
み
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
は
い
」
六
三
％
、「
ど
ち
ら
で
も
い
い
」
一
四
％
、「
わ
か
ら
な
い
」
一
○
％
、

「
い
い
え
」
一
○
％
と
い
う
集
計
結
果
が
出
て
い
る
。「
ど
ち
ら
で
も
い
い
」
を
消
極
的
賛
成
と
す
れ
ば
、
約
七
七
％
の
人
々
が
女
性
聖
職
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実
現
に
賛
成
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
方
で
少
数
で
は
あ
る
が
、
実
現
を
望
ま
な
い
人
、
反
対
す
る
人
も
約
一
○
％

い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
、
問
題
は
賛
否
の
割
合
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
教
会
の
革
新
の
問
題
、「
教
会
と
は
な
に
か
」

が
問
わ
れ
る
課
題
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
教
会
内
に
行
き
渡
る
た
め
に
も
、
一
般
信
徒
・
聖
職
の
よ
り
深
い
問
題
理
解
と
討
議
の
場
が
必

要
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
検
討
す
る
委
員
会
は
、
下
記
の
諸
項
目
に
関
す
る
質
問
事
項
を
考
え
、
そ
の
回
答
と
し
て
の
原
稿
執
筆
を
、
賛
否
両
論

を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
も
つ
関
係
者
に
依
頼
し
た
。
Ⅰ
日
本
聖
公
会
に
関
す
る
項
目
、Ⅱ
一
般
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
項
目
、

Ⅲ
ラ
ン
ベ
ス
会
議
な
ど
国
際
会
議
で
の
状
況
、
Ⅳ
聖
書
、
神
学
に
関
す
る
項
目
、
Ⅴ
教
会
の
構
造
・
組
織
・
伝
統
に
関
す
る
項
目
、
Ⅵ
教

会
一
致
（
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
）
に
関
す
る
項
目
、
Ⅶ
そ
の
他）

（（
（

。　

　

こ
れ
ら
の
原
稿
と
九
一
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
分
析
を
併
せ
て
編
集
し
、『
女
性
の
司
祭
按
手
？
〜
さ
ま
ざ
ま
の
視
点
か
ら
〜
』（
女

性
聖
職
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会
編
）
を
一
九
九
三
年
九
月
に
発
行
し
た
。
そ
の
中
で
一
般
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
項
目
に
つ

い
て
、
当
時
聖
公
会
神
学
院
専
任
教
員
で
あ
っ
た
山
野
繁
子
さ
ん
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
女
性
聖
職
の
問
題
は
、
一
般
的
な
職
業
上
の
差
別
是
正
の
事
柄
と
し
て
よ
り
も
、
す
べ
て
の
人
間
が
神
の
像
と
し
て
創
ら
れ
た
と
い
う

信
仰
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
が
出
発
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。『
男
性
が
司
祭
で
あ
る
か
ら
そ
れ
と
同
じ
く
女
性
も
』
と
い
う
考
え
で

は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
へ
の
神
の
愛
と
癒
し
と
祝
福
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
教
会
の
福
音
理
解
の
問
題
と
し
て
、
教
会
が
自
ら
の
福

音
に
生
き
る
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。
と
同
時
に
私
た
ち
の
社
会
で
性
差
別
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
と
闘
う
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
兄
弟
姉
妹
と
痛
み
を
共
に
し
、『
共
に
在
ろ
う
』
と
す
る
こ
と
は
、
教
会
の
宣
教
に
関
わ
る
大
切
な
事
柄
だ

と
い
う
こ
と
を
覚
え
た
い
と
思
い
ま
す）

（（
（

。」

　

そ
の
他
の
執
筆
者
も
、
司
祭
職
の
召
命
は
一
般
の
「
職
業
」
と
同
じ
よ
う
に
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
神
の
愛
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を
す
べ
て
の
人
々
に
告
げ
知
ら
せ
、
証
し
す
る
「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
教
会
全
体
の
務
め
で
あ
り
、
そ

の
な
か
で
特
定
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
聖
職
按
手
が
行
わ
れ
て
き
た
。
聖
職
た
ち
は
、
そ
の
奉
仕
職
を
共
同
的
に
担
う
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
こ
の
職
務
に
つ
く
人
々
の
適
否
は
、信
徒
を
含
め
教
会
全
体
が
判
断
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
聖
職
の
職
務
遂
行
に
関
し
て
、

男
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
根
拠
は
な
い
、
と
す
る
意
見
と
、
キ
リ
ス
ト
と
十
二
使
徒
は
男
性
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
女
性
は
な
る

べ
き
で
な
い
、
と
い
う
の
が
、
賛
否
の
理
由
の
一
つ
の
焦
点
で
あ
っ
た
。
社
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
差
別
の
問
題
は
、
差
別
さ
れ
て
い
た

人
々
と
「
共
に
在
ろ
う
」
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
こ
の
世
に
現
す
教
会
の
課
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
女
性
の
聖
職

叙
任
の
実
現
は
、
こ
の
教
会
の
職
務
を
よ
り
十
全
に
遂
行
す
る
可
能
性
を
拡
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
の
が
実
現
推
進
派
の
意
見

で
あ
る
。

　

ま
た
、「
社
会
に
お
け
る
性
差
別
と
、
女
性
が
こ
れ
ま
で
司
祭
に
按
手
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
何
か
関
係
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
設
問

に
対
し
て
、
当
時
立
教
大
学
教
授
で
あ
っ
た
関
正
勝
司
祭
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

「
女
性
の
司
祭
按
手
が
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
主
な
理
由
は
、
そ
れ
を
認
め
な
い
伝
統
主
義
的
、
正
統
主
義
的
立
場
か
ら
の
聖
書
・
伝
統
・

神
学
等
々
の
解
釈
や
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
『
社
会
に
お
け
る
性
差
別
』
が
直
接
的
に
関
係
し
て
い
た
と
捉
え
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
。・
・
・
ま
ず
何
よ
り
も
こ
れ
ま
で
の
わ
た
し
た
ち
の
神
学
（
聖
書
、
伝
統
、
教
理
、
ま
た
経
験
を
含
め
た
）
そ
れ
自

体
の
営
み
が
狭
く
制
度
化
さ
れ
た
教
会
の
内
側
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
固
定
的
・
観
念
的
・
規
範
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。・
・
・
・
・
・
・
伝
統
的
で
正
統
的
神
学
が
、
こ
の
よ
う
な
自
己
変
革
を
怠
っ
た
結
果
が

女
性
聖
職
へ
の
否
定
的
態
度
を
生
み
出
し
、『
社
会
に
お
け
る
性
差
別
』
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
補
完
的
な
役
割
を
演
ず

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
実
を
見
る
必
要
が
あ
る）

（（
（

。」

　

こ
の
冊
子
が
発
行
さ
れ
る
以
前
に
、
反
対
派
は
神
学
的
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
初
代
教
父
時
代
に
お
い
て
、
男
性
の
主
教
た
ち
に
よ
る
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教
会
会
議
に
よ
っ
て
聖
書
正
典
が
定
め
ら
れ
、
正
統
と
異
端
を
選
り
分
け
、
こ
と
に
女
性
を
祭
司
職
に
つ
か
せ
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
異

端
と
し
て
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
、
そ
れ
を
現
代
に
お
い
て
も
守
る
べ
き
正
統
的
立
場
だ
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

検
討
す
る
委
員
会
は
、
こ
の
他
に
も
二
回
の
討
論
会
を
開
催
す
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
。
一
九
九
四
年
五
月
に
任
期
終
了
す
る
に
あ

た
り
、
新
た
に
「
女
性
司
祭
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会
（
以
下
、
検
討
す
る
委
員
会
）」
を
設
置
す
る
議
案
を
総
会
に
提
出
し
た
。
こ

の
第
四
六
（
定
期
）
総
会
に
は
、
中
部
教
区
と
東
京
教
区
か
ら
女
性
の
司
祭
按
手
に
道
を
開
く
た
め
の
法
規
改
正
の
議
案
が
提
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
採
決
の
結
果
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
以
下
の
任
務
を
行
わ
せ
る
た
め
の
委
員
会
設
置
で
あ
っ
た
。
１
．
女
性

司
祭
按
手
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
日
本
聖
公
会
の
一
致
を
保
ち
つ
つ
、
日
本
聖
公
会
の
姿
勢
を
決
定
で
き
る
か
を
検
討
す
る
。 

２
．
女
性
司
祭
按
手
の
実
現
を
想
定
し
、
そ
の
際
に
発
生
す
る
と
思
わ
れ
る
日
本
聖
公
会
の
制
度
上
、
慣
習
上
の
変
革
に
か
か
わ
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
。
３
．
上
記
１
、２
項
を
検
討
す
る
上
で
、
各
聖
公
会
の
こ
の
問
題
の
神
学
的
／
実
際
的
あ
り
か
た
に
つ
い
て
研

究
す
る
。
４
．
上
記
１
、２
、３
項
の
検
討
過
程
を
広
く
日
本
聖
公
会
内
に
告
知
し
、
ま
た
こ
れ
ら
に
関
心
を
喚
起
す
る
上
で
必
要
と
思
わ

れ
る
広
報
活
動
を
行
う
。
任
期
は
四
年
間
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

一
九
九
四
年
の
日
本
聖
公
会
総
会
に
向
け
て
、「
女
性
の
司
祭
按
手
を
め
ざ
す
会
」
は
全
国
の
聖
公
会
の
信
徒
・
聖
職
に
女
性
の
司
祭

志
願
を
可
能
に
す
る
法
規
改
正
を
求
め
る
署
名
を
呼
び
か
け
、
わ
ず
か
二
か
月
の
間
に
一
一
○
八
名
の
署
名
を
集
め
た
。
し
か
し
、
二
つ

の
教
区
か
ら
提
出
さ
れ
た
法
規
改
正
の
議
案
は
継
続
審
議
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
各
教
区
は
次
期
総
会
ま
で
に
、
こ
の
法
規
改
正
案
を
教

区
会
の
議
題
と
し
て
討
議
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た）

（（
（

。

（
２
） 

女
性
司
祭
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会　
（
一
九
九
四
〜
一
九
九
八
年
）

　

女
性
の
司
祭
・
主
教
の
実
現
を
阻
ん
で
い
た
教
会
制
度
の
具
体
的
な
箇
所
は
、
日
本
聖
公
会
法
規
の
司
祭
志
願
の
要
件
の
「
一
、
満
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二
十
四
才
以
上
の
男
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
性
別
の
表
記
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
再
編
さ
れ
た
法
規
か
ら
明
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
女
性
に
司
祭
と
な
る
道
へ
の
新
し
い
扉
を
開
く
た
め
に
は
、
こ
の
法
規
の
言
葉
「
の
男
」
の
二
文
字
を
削
除
し
、
要
件
を
「
一
、

満
二
十
四
才
以
上
で
あ
る
こ
と
」
と
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
そ
の
改
正
に
い
た
る
ま
で
の
道
の
り
は
遠
か
っ
た
。
可
決
す

る
に
は
、
主
教
議
員
の
三
分
の
二
、
聖
職
・
信
徒
代
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
あ
っ
た
。
全
体
的
な
流
れ
は
、
女
性
の
司

祭
叙
任
に
向
け
て
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
男
性
聖
職
、
殊
に
主
教
議
員
の
な
か
に
未
だ
に
強
固
な
反
対
論
を
主
張
す
る
人
が
多
か
っ

た
。
そ
し
て
、
一
九
九
四
年
の
総
会
に
お
い
て
、
最
も
強
く
反
対
論
を
表
明
し
て
い
た
主
教
が
選
挙
で
首
座
主
教
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

検
討
す
る
委
員
会
は
、
名
称
と
任
務
を
新
た
に
し
て
活
動
を
開
始
し
た
。
委
員
会
は
前
回
同
様
男
女
同
数
で
八
名
。
再
任
さ
れ
た
委
員

も
あ
っ
た
が
、
一
部
は
新
た
に
任
命
さ
れ
た
。
今
度
は
女
性
の
司
祭
按
手
が
実
現
さ
れ
た
時
を
想
定
し
て
、
そ
の
場
合
に
日
本
聖
公
会
の

一
致
を
保
つ
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
主
要
な
任
務
で
あ
っ
た
。
賛
否
両
論
の
委
員
が
お
り
、
委
員
会
で
検
討
・
協
議
を
行
っ
て

統
一
見
解
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
困
難
が
予
想
さ
れ
た
。
論
議
の
設
定
は
、
一
、
女
性
司
祭
が
実
現
し
た
場
合
に
考
え
ら

れ
る
不
都
合
、
二
、
法
憲
法
規
、
日
本
聖
公
会
祈
祷
書
、
古
今
聖
歌
集
な
ど）

（（
（

、、
三
、
反
対
す
る
者
の
信
仰
的
意
見
に
対
す
る
、
教
会
の

一
致
を
旨
と
す
る
法
的
、
実
際
的
対
応
、
四
、
女
性
司
祭
の
婚
姻
等
を
含
む
勤
務
上
の
配
慮
、
五
、
都
市
部
と
農
村
部
に
置
け
る
実
情
と

対
処
、
六
、
そ
の
他
、
実
際
上
起
こ
り
う
る
状
況
の
想
定
と
配
慮
、
で
あ
っ
た）

（（
（

。
こ
れ
ま
で
出
さ
れ
た
意
見
な
ど
に
基
づ
い
て
、
実
現
に

あ
た
っ
て
の
対
処
す
べ
き
事
柄
の
検
討
作
業
に
入
っ
た
。
最
も
大
き
な
課
題
は
、
三
、
の
反
対
者
に
対
す
る
対
応
で
あ
っ
た
。
検
討
す
る

委
員
会
は
、
反
対
派
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
メ
ン
バ
ー
有
志
か
ら
の
要
望
を
受
け
、
臨
時
特
別
委
員
会
を
開
い
て
彼
ら
の
意
見
を
聴
取
し

た
。
女
性
の
司
祭
按
手
が
承
認
、
実
施
さ
れ
た
場
合
に
、「
反
対
」
の
信
徒
・
教
役
者
が
日
本
聖
公
会
内
で
排
除
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
留
意
し
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
神
学
的
討
論
が
今
後
も
必
要
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
主
た
る
要
望
と
意
見
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

一
九
九
六
年
五
月
の
総
会
に
お
い
て
、
前
回
の
総
会
で
決
定
さ
れ
た
各
教
区
に
お
け
る
女
性
聖
職
問
題
に
関
す
る
取
り
組
み
や
協
議
に
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つ
い
て
の
報
告
が
、
継
続
審
議
の
議
案
の
参
考
資
料
と
し
て
文
書
で
提
出
、
公
表
さ
れ
た
。
中
部
教
区
、
東
京
教
区
、
京
都
教
区
な
ど
女

性
の
司
祭
実
現
を
要
望
す
る
決
議
を
教
区
会
で
行
っ
た
教
区
も
あ
っ
た
が
、討
議
を
推
進
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
教
区
も
あ
っ
た
。
一
方
、

こ
の
年
の
総
会
の
議
長
だ
っ
た
反
対
派
の
首
座
主
教
は
、
開
会
演
説
に
お
い
て
、
女
性
司
祭
叙
任
問
題
は
教
会
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で

あ
る
か
ら
多
数
決
で
決
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
力
説
し
た
。
賛
成
派
の
グ
ル
ー
プ
も
反
対
派
の
グ
ル
ー
プ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
望
・
意

見
を
総
会
代
議
員
に
伝
え
る
活
動
等
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
、
司
祭
志
願
の
法
規
改
正
議
案
に
関
心
が
集
ま
っ
た
の
だ
が
、
審
議
、
採
決

の
結
果
、
否
決
さ
れ
た
。
主
教
議
員
の
賛
成
票
が
三
分
の
二
に
達
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

検
討
す
る
委
員
会
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
女
性
の
司
祭
按
手
が
承
認
さ
れ
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
諸
問
題
に
対
処
し
、
教
会
の
一
致

を
保
持
す
る
手
立
て
と
し
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
た
め
、
各
国
の
状
況
な
ど
の
検
討
・
研
究
に
あ
た
り
、
協
議
が
行
わ
れ
た）

（（
（

。

具
体
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
は
遅
延
し
、
最
終
的
に
委
員
会
に
提
示
さ
れ
た
の
は
、
次
期
総
会
へ
の
議
案
提
出
期
限
の
約
一
ケ
月
前

で
あ
り
、
も
は
や
内
容
に
つ
い
て
協
議
す
る
時
間
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
「
女
性
司
祭
の
実
現
に

伴
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
承
認
す
る
件
」
と
し
て
提
出
し
、
同
時
に
「
女
性
の
司
祭
按
手
に
伴
う
諸
問
題
を
取
り
扱
う
調
整
委
員
会
設
置
の

件
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、「
検
討
委
員
会
」
の
八
年
間
に
わ
た
る
検
討
作
業
は
終
了
し
た
。

　
　
　
　
　

四　

女
性
の
司
祭
叙
任
の
実
現

　

前
回
の
総
会
（
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
、
女
性
聖
職
の
議
案
が
否
決
さ
れ
た
後
も
、
女
性
の
司
祭
叙
任
の
実
現
を
要
望
す
る
声
は
、

日
本
聖
公
会
内
に
ま
す
ま
す
広
が
り
を
み
せ
た
。
中
部
教
区
、
東
京
教
区
、
大
阪
教
区
、
京
都
教
区
、
九
州
教
区
で
は
、
女
性
司
祭
実
現

を
推
進
す
る
と
い
う
趣
旨
の
議
案
が
各
教
区
会
で
可
決
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
各
教
区
で
こ
の
件
に
関
す
る
検
討
の
機
会
を
も
つ
と
い
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う
過
程
を
歩
ん
で
き
た）

（（
（

。

　

一
九
九
八
年
五
月
の
日
本
聖
公
会
第
五
一（
定
期
）総
会
に
は
、大
阪
、中
部
、東
京
、京
都
、九
州
各
教
区
の
聖
職
代
議
員
と
信
徒
代
議
員
、

計
一
七
名
が
議
案
の
提
出
者
お
よ
び
賛
成
者
と
な
っ
て
、「
日
本
聖
公
会
法
規
の
一
部
を
改
正
す
る
件
」
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
議
案
の

審
議
は
総
会
に
お
い
て
長
時
間
か
け
て
行
わ
れ
、
議
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
で
紛
糾
し
た
が
、
つ
い
に
可
決
し
た
。
内
訳
は
、
主
教
議
員

　

賛
成
一
○
、
反
対
一
、
聖
職
・
信
徒
代
議
員　

賛
成
三
〇
、
反
対
一
三
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
議
案
に
つ
い
て
も
、
内

容
に
関
し
て
の
審
議
が
紛
糾
し
た
も
の
の
、
今
後
総
会
に
お
い
て
改
正
が
可
能
で
あ
る
と
の
確
認
を
経
て
可
決
さ
れ
た
。
同
じ
く
調
整
委

員
会
設
置
の
議
案
も
可
決
し
た
。

　

長
く
こ
の
法
規
改
正
を
祈
り
続
け
て
運
動
し
こ
の
総
会
の
審
議
を
傍
聴
し
て
い
た
女
性
た
ち
と
男
性
た
ち
は
、
反
対
派
に
配
慮
し
て
議

場
で
は
喜
び
の
声
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
議
場
を
離
れ
仲
間
同
士
で
顔
を
合
わ
せ
た
時
に
、
よ
う
や
く
歓
呼
の
声
を
あ
げ
て
喜
び
を
共
に
し

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
法
規
改
正
の
議
案
は
、
そ
の
提
案
理
由
を
含
め
て
決
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
を
こ
こ
に
抜
粋
す
る
。

「
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
福
音
宣
教
の
使
命
を
、
現
在
の
日
本
社
会
に
お
い
て
忠
実
に
果
た
し
て
い
く
た
め
に
、
教
会
の
す
べ
て
の
奉
仕
の

働
き
に
お
い
て
男
女
が
十
全
に
参
与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
わ
た
し
た
ち
が
日
々
経
験
し
て
い
る
人
間
同
士
の
間
の
断

絶
、
差
別
、
圧
迫
を
克
服
し
、
教
会
が
全
人
類
の
和
解
、
協
働
、
共
生
の
希
望
の
実
現
の
た
め
の
器
と
さ
れ
る
た
め
に
、
ま
た
そ
の
一
つ

の
具
体
的
な
表
現
と
し
て
、
女
性
の
司
祭
職
へ
の
道
を
開
く
こ
と
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る）

（（
（

。」

　

日
本
聖
公
会
最
初
の
女
性
の
司
祭
按
手
は
一
九
九
八
年
一
二
月
中
部
教
区
で
行
わ
れ
、
渋
川
良
子
執
事
が
司
祭
と
な
っ
た
。
次
い
で

一
九
九
九
年
一
月
に
は
東
京
教
区
で
、
山
野
繁
子
執
事
と
笹
森
田
鶴
執
事
が
司
祭
按
手
を
受
け
た
。
し
か
し
、
女
性
の
司
祭
叙
任
を
認
め

な
い
主
教
が
管
轄
す
る
教
区
で
は
、
女
性
が
司
祭
志
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
は
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
女
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性
司
祭
叙
任
開
始
後
十
一
年
経
っ
た
現
在
（
二
○
○
九
年
）
に
お
い
て
も
続
い
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
つ
つ
も
、
女
性
の
司
祭
叙
任
と
い
う
新
し
い
扉
は
開
か
れ
、
日
本
聖
公
会
は
ま
た
新
た
な
一
歩

を
踏
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
、
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
し
て
教
会
が
豊
か
な
生
命
と
働
き
を
も
た

ら
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
祈
り
求
め
な
が
ら
・
・
・
。

　

注　（
１
）『
老
監
督
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
』
元
田
作
之
進
著
（
京
都
地
方
部
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
監
督
紀
念
実
行
委
員
会　

一
九
一
四
年
）
二
七
一
〜
二
七
二
頁

（
２
）
聖
公
会
は
三
つ
の
聖
職
位
（holy order

）
︱
主
教
、
司
祭
、
執
事
を
法
憲
法
規
に
定
め
て
い
る
。
通
常
、
志
願
し
て
認
可
を
受
け
た
聖
職
候

補
生
は
神
学
校
で
神
学
教
育
を
受
け
、
修
了
し
て
教
会
等
の
現
場
に
赴
任
し
た
後
に
執
事
志
願
を
し
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
聖
職
試
験

を
受
け
る
。
そ
し
て
適
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
教
区
主
教
が
聖
職
（
執
事
）
按
手
式
を
執
行
す
る
。
こ
う
し
て
叙
任
さ
れ
た
者
を
「
聖
職
」
と

呼
ぶ
。

（
３
）Em

ily C.H
eiw

itt and Suzanne R.H
iatt "W

om
en Priest: Y

es or N
o? " [1973]

『
女
性
司
祭　

Y
es 

か N
o

か
？
』
岩
井
梅
代
訳
、
竹

内
謙
太
郎
監
修
（
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会　

一
九
九
五
年
）
七
二
頁

（
４
）
日
本
聖
公
会
の
女
執
事
に
関
す
る
法
規
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
日
本
聖
公
会
に
お
け
る
女
性
の
奉
仕
職
と
職
制
」『
キ
リ
ス
ト
教
論
藻
』

第
三
一
号
（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年
）
三
四
〜
四
○
頁

（
５
）『
一
九
六
八
年
ラ
ン
ベ
ス
会
議
︱
決
議
お
よ
び
報
告
』（
日
本
聖
公
会
教
務
院　

一
九
六
九
年
）
一
二
八
頁

（
６
）
リ
ー
師
は
一
九
七
○
年
代
末
に
カ
ナ
ダ
で
引
退
し
、
そ
の
後
一
九
九
一
年
に
逝
去
。

（
７
）「
宣
教
と
牧
会
の
再
発
見
に
向
け
て
〜
女
性
の
視
点
か
ら
」『
一
九
九
二
年
・
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
・
関
西　

講
演
会
集
』（
女
性
が
教
会

を
考
え
る
会
・
関
西　

一
九
九
三
年
）
十
七
頁

（
８
）『
聖
公
会
新
聞
』　

一
九
九
二
年
六
月
号

（
９
）『
息
吹
を
受
け
て
︱
聖
公
会
婦
人
の
戦
後
史
』（
日
本
聖
公
会
婦
人
会
、
一
九
九
一
年
）
二
二
九
頁

（
10
）『
日
本
聖
公
会
第
三
九
（
定
期
）
総
会
議
事
録
』（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所　

一
九
八
六
年
）
決
議
第
五
一
号
（
第
三
七
号
議
案
否
決
）
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（
11
）『
日
本
聖
公
会
第
四
○
（
定
期
）
総
会
議
事
録
』（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所　

一
九
八
八
年
）
決
議
第
四
八
号
（
議
案
第
三
○
号
否
決
）

（
12
） Suzanne R.H

iatt: "H
ow

 w
e brought the Good N

ew
s from

 graym
oor to M

inneapollis: A
n Episcopal paradigm

;" Journal of 
Ecum

enical studies,20:4,Fall 1983.
（
13
）『
女
性
の
発
言
︱
女
性
と
神
学
の
会　

記
録　

一
九
八
四
〜
一
九
八
五
年
』（
女
性
と
神
学
の
会
、
一
九
八
六
年
）

（
14
）『
教
会
女
性
会
議
︱
一
九
八
八
年　

女
の
こ
と
ば
集
』（
教
会
女
性
会
議　

一
九
八
八
年
）

（
15
）『
日
本
聖
公
会
第
四
二
（
定
期
）
総
会
議
事
録
』（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所　

一
九
九
○
年
）
第
二
三
号
議
案

（
16
）
注
（
３
）
と
同
書
、
七
六
頁

（
17
）『
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
し
て
教
会
に
豊
か
な
生
命
と
働
き
を
』（
女
性
が
教
会
を
考
え
る
会
パ
ン
フ
レ
ッ
ト　

一
九
九
○
年
）

（
18
）『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

バ
ー
バ
ラ
・
ハ
リ
ス
主
教
を
囲
ん
で
〜
あ
た
ら
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
し
て
教
会
に
豊
か
な
生
命
と
働
き
を
』（
女

性
が
教
会
を
考
え
る
会
、
一
九
九
○
年
）

（
19
） 

前
掲
書　

一
九
頁
。

（
20
）
注
（
７
）
と
同
書　

一
六
〜
二
○
頁

（
21
） 

前
掲
書
、
一
七
頁

（
22
）
前
掲
書
、
一
八
、一
九
頁

（
23
）『
女
性
の
司
祭
按
手
の
実
現
を
め
ざ
し
て
ー
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
生
き
る
教
会
に
な
る
た
め
に
』（
女
性
の
司
祭
実
現
を
め
ざ
す
会
、
一
九
九
四

年
）
三
頁

（
24
）
拙
論
「
女
性
司
祭
否
認
論
に
お
け
る
家
父
長
制
的
価
値
観
の
絶
対
化
」『
キ
リ
ス
ト
教
論
藻
』
第
三
四
号
（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
キ
リ
ス

ト
教
文
化
研
究
所　

二
○
○
三
年
）

（
25
）
朝
日
新
聞
、
一
九
九
二
年
十
一
月
十
二
日
（
夕
刊
）

（
26
）
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
、
全
聖
公
会
中
央
協
議
会
が
下
記
の
委
員
会
報
告
の
要
約
を
公
表
し
て
い
る
。"Eeam

s 
Com

m
isson First Report" [1989]

『
イ
ー
ム
ズ
レ
ポ
ー
ト　

教
会
と
女
性
主
教
に
関
す
る
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
特
別
問
題
委
員
会

一
九
八
九
年
報
告
』（
邦
訳
、
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所
）

（
27
）『
日
本
聖
公
会 

第
四
二
（
定
期
）
総
会
決
議
録
』（（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所　

一
九
九
○
年
）
決
議
第
二
九
号

（
28
）『
日
本
聖
公
会 

第
四
五
（
定
期
）
総
会
決
議
録
』（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所　

一
九
九
二
年
）
八
六
頁

（
29
）『
日
本
聖
公
会
と
女
性
聖
職
︱
女
性
聖
職
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会　

別
冊
報
告
』（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所
、
一
九
九
二
年
）
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（
30
）
注
（
28
）
と
同
書
、
八
七
頁

（
31
）『
女
性
の
司
祭
按
手
？
〜
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
』
女
性
聖
職
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会
編
（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所
、
一
九
九
三
年
）

一
一
頁

（
32
）
前
掲
書
、
一
四
〜
一
五
頁

（
33
）『V

ISIO
N

』（
日
本
聖
ア
ン
デ
レ
同
胞
会
発
行
、
一
九
九
二
年
一
一
月
号
）

（
34
）『 
日
本
聖
公
会 

第
四
六
（
定
期
）
総
会
決
議
録
』（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所　

一
九
九
四
年
）
決
議
第
三
一
号
、
一
六
三
頁

（
35
）
前
掲
書
、
決
議
第
二
八
号
、
一
六
一
頁

（
36
） 

例
え
ば
、
礼
拝
式
文
に
お
け
る
「
師
父
」「
兄
弟
」
な
ど
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ
る
文
言
の
検
討
な
ど
。

（
37
）「
女
性
司
祭
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会
報
告
」『
日
本
聖
公
会　

第
四
九
（
定
期
）
総
会
決
議
録
』（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所　

一
九
九
六
年
）

一
二
二
〜
一
二
五
頁

（
38
）
前
掲
書
、
一
二
五
〜
一
二
六
頁

（
39
）「
女
性
司
祭
の
実
現
を
検
討
す
る
委
員
会
報
告
」『
日
本
聖
公
会　

第
五
一
（
定
期
）
総
会
決
議
録
』（
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所　

一
九
九
八
年
）

一
一
一
頁

（
40
） 

前
掲
書
、
決
議
第
二
六
号
「
日
本
聖
公
会
法
規
の
一
部
を
改
正
す
る
件
」
二
七
○
〜
二
七
一
頁

（
41
）
前
掲
書
、
二
七
一
頁
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